
令和５年１２月市議会定例会議案件名

議案第７０ 号 専決処分の承認を求めることについて

議案第７１ 号 白河市国民健康保険税条例の一部を改正する条例

議案第７２ 号 白河市生活交通バス条例の一部を改正する条例

議案第７３ 号 白河市営住宅条例の一部を改正する条例

議案第７４ 号 白河市障害児就学指導審議会条例の一部を改正する条例

議案第７５ 号 白河市営住宅合併処理浄化槽使用条例の一部を改正する条例

議案第７６ 号 損害賠償の額の決定及び和解について

議案第７７ 号 白河市デイサービスセンターの指定管理者の指定について

議案第７８ 号 白河市中央老人福祉センターの指定管理者の指定について

議案第７９ 号 市道路線の認定及び廃止について

議案第８０ 号 令和５年度白河市一般会計補正予算（第５号）

議案第８１ 号 令和５年度白河市国民健康保険特別会計補正予算（第２号）

議案第８２ 号 令和５年度白河市介護保険特別会計補正予算（第２号）

報告第１３ 号 専決処分の報告について
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令和５年１２月市議会定例会議案要旨

議案第７０ 号 専決処分の承認を求めることについて

ふるさと納税の寄付が予算額を上回り、寄付者への返礼等に係る予算措置が

必要となったことから、地方自治法第１７９条第１項の規定により令和５年度

白河市一般会計補正予算（第４号）を専決処分したので、同条第３項の規定に

より議会に報告し、承認を求めようとするものであります。

議案第７１ 号 白河市国民健康保険税条例の一部を改正する条例

地方税法施行令の一部改正に伴い、出産する被保険者の産前産後期間に係る

保険税を減額するため、所要の改正を行うものであります。

議案第７２ 号 白河市生活交通バス条例の一部を改正する条例

表郷地域巡回バス及び東地域巡回バスを廃止するため、所要の改正を行うも

のであります。

議案第７３ 号 白河市営住宅条例の一部を改正する条例

外面市営住宅及び石久保市営住宅の入居要件を緩和するため、所要の改正を

行うものであります。

議案第７４ 号 白河市障害児就学指導審議会条例の一部を改正する条例

審議会の名称を「白河市障害児就学指導審議会」から「白河市教育支援委員

会」へ変更するなど、所要の改正を行うものであります。

議案第７５ 号 白河市営住宅合併処理浄化槽使用条例の一部を改正する条例

石久保市営住宅合併処理浄化槽を廃止するため、所要の改正を行うものであ

ります。

議案第７６ 号 損害賠償の額の決定及び和解について

市有地の管理瑕疵に伴う物損事故について、損害賠償の額を決定し、和解を

するため、地方自治法第９６条第１項第１２号及び第１３号の規定により、議

会の議決を得ようとするものであります。

議案第７７ 号 白河市デイサービスセンターの指定管理者の指定について

議案第７８ 号 白河市中央老人福祉センターの指定管理者の指定について

上２議案については、地方自治法第２４４条の２第３項の規定により、指定

管理者に公の施設の管理を行わせるため、同条第６項の規定により、議会の議

決を得ようとするものであります。

議案第７９ 号 市道路線の認定及び廃止について

市道路線を認定し、及び廃止するため、道路法第８条第２項及び第１０条第

３項の規定により、議会の議決を得ようとするものであります。

議案第８０ 号 令和５年度白河市一般会計補正予算（第５号）

(1) 歳入歳出予算の補正
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歳入歳出補正総額は２７０，９８７千円増額となり、歳入歳出予算総額は

３３，２５３，３５４千円となりました。

款別補正の内訳は、次のとおりであります。

歳入については、国庫支出金６４，５０４千円、県支出金５５，１００千円、

繰入金１５０，７５９千円、諸収入６２４千円をそれぞれ増額補正するもの

であります。

歳出については、総務費２５，９９０千円、民生費１９０，９８９千円、衛

生費７３千円、商工費２７，５２３千円、土木費３０，６２９千円をそれぞれ

増額補正し、農林水産業費１２８千円、教育費４，０８９千円をそれぞれ減額

補正するものであります。

歳出補正の主なものは、次のとおりであります。

社会保障・税番号制度導入事業 １７，０６５千円

民営保育園等補助金交付事業 ５，５８２千円

こども医療助成事業 ６８，３２６千円

民営保育園等施設型給付事業 ９４，６９７千円

放課後児童クラブ運営費 ４，６７２千円

多世代交流センター管理費 ２８，０００千円

結婚新生活支援事業 ６，３９７千円

空き家対策事業 １２，０１６千円

公営住宅維持管理費 ２，４１７千円

(2) 繰越明許費

翌年度に繰り越して使用することができる経費を定めるものであります。

(3) 債務負担行為の補正

事業の追加に伴い、債務負担行為を追加するものであります。

議案第８１ 号 令和５年度白河市国民健康保険特別会計補正予算（第２号）

歳入歳出補正総額は１７，１７５千円増額となり、歳入歳出予算総額は５，

６２８，７００千円となりました。

款別補正の歳入については、繰入金１７，４１８千円を増額補正し、国民健

康保険税２４３千円を減額補正するものであります。

歳出については、保険給付費１７，５５７千円を増額補正し、総務費３８２

千円を減額補正するものであります。

議案第８２ 号 令和５年度白河市介護保険特別会計補正予算（第２号）

歳入歳出補正総額は１０，９１５千円増額となり、歳入歳出予算総額は６，

１４５，６９８千円となりました。

款別補正の歳入については、国庫支出金４，３６４千円、支払基金交付金１，

３５２千円、県支出金６２６千円、繰入金４，５７３千円をそれぞれ増額補正
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するものであります。

歳出については、総務費５，９０５千円、保険給付費５，０１０千円をそれ

ぞれ増額補正するものであります。

報告第１３ 号 専決処分の報告について

交通事故に係る損害賠償の額の決定及び和解について、地方自治法第１８０

条第１項の規定により専決処分したので、同条第２項の規定により議会に報告

するものであります。


